
＜2023.3.10 東京都剣道連盟ホームページ新着情報掲載記事＞ 

 全日本剣道連盟より、  

『政府の方針及び全剣連による調査に基づき、令和３年８月４日付「対人稽古

に関する感染予防ガイドライン」にかかわらず、令和５年３月 13 日以降、剣

道における面マスクの着用は、個人の判断に委ねることといたします。』 

 

と通達がありました。 

東京都剣道連盟においても 3 月 13 日以降この方針に従って行います。それに伴い、以

下の事業での面マスク着用を変更いたします。 

 

令和 5 年 4 月 1 日（土） 女子剣道審判講習会 

 必ずマスクを着用してください。稽古中は面マスク・マウスシールドを着用してくだ

さい。 

       ↓ 

 実技中はマウスシールドを必ず着用し、面マスク等は個人の判断に委ねます。 

 

令和 5 年 4 月 1 日（土） 女子剣道稽古会 

 必ずマスクを着用してください。稽古中は面マスク・マウスシールドを着用してくだ

さい。 

       ↓ 

 稽古中はマウスシールドを必ず着用し、面マスク等は個人の判断に委ねます。 

 

令和 5 年 4 月 2 日（日） 東京剣道祭 

14.その他 

（2）試合時には面マスクおよびシールド（マウスガード）を必ず着用すること 

       ↓ 

   試合時にはシールド（マウスガード）を必ず着用し、面マスク等は個人の判断に 

委ねます。 

 

令和 5 年 4 月 15 日（土)国民体育大会選手選考会 

18.その他 

（2）試合時には面マスクおよびシールド（マウスガード）を必ず着用すること 

       ↓ 

   試合時にはシールド（マウスガード）を必ず着用し、面マスク等は個人の判断に 

委ねます。 


